
担

当

課

（

室

）

 

目
　

　

　

次

 

発

行
　

岡

山

県

担

当

課

（

室

）

目
　

　

　

次

 
 

【

告
　

　

　

示

】

 

○
　

廃

棄

物

の

処

理

及

び

清

掃

に

関

す

る

法

律

に

基

循

環

型

社

会

推

進

課

 
 

づ

く

指

定

区

域

の

指

定

 
 

○
　

精

神

通

院

医

療

を

担

当

す

る

医

療

機

関

の

指

定

健

康

推

進

課

 
 

○
　

指

定

居

宅

サ

ー

ビ

ス

の

事

業

の

廃

止

指

導

監

査

課

 
 

○
　

〃

〃

 
 

○
　

道

路

の

区

域

変

更

道

路

整

備

課

 
 

○
　

道

路

の

供

用

開

始

〃

 
 

【

公
　

　

　

告

】

 
 

○
　

大

規

模

小

売

店

舗

の

変

更

の

届

出

の

縦

覧

経

営

支

援

課

 
 

○
　

〃

〃

 
 

○
　

〃

〃

 
 

○
　

〃

〃

 
 

○
　

〃

〃

 
 

○
　

〃

〃

 
 

○
　

〃

〃

 
 

○
　

〃

〃

 
 

○
　

道

路

の

位

置

の

指

定

建

築

指

導

課

 
 

【

選

挙

管

理

委

員

会

】

○
　

選

挙

権

を

有

す

る

者

の

総

数

の

五

十

分

の

一

の

選

挙

管

理

委

員

会

 

数

及

び

三

分

の

一

の

数

岡

山

県

公

報

　　令和７年１２月９日　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　第１２７６０号



◎
岡
山
県
告
示
第
五
百
四
十
八
号 

 

廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律
□
昭
和
四
十
五
年
法
律
第
百
三
十
七
号
□
第
十
五
条
の
十

七
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
□
同
項
の
指
定
区
域
と
し
て
次
の
と
お
り
指
定
す
る
□ 

 
な
お
□
指
定
区
域
の
台
帳
は
□
岡
山
県
環
境
文
化
部
循
環
型
社
会
推
進
課
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に

供
す
る
□ 

 
 

令
和
七
年
十
二
月
九
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

岡
山
県
知
事 

 

伊 

原 

木 
 

隆 
 

太 
 

 
 

一 

廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律
施
行
令
□
昭
和
四
十
六
年
政
令
第
三
百
号
□
第
十
三
条

の
二
第
一
号
に
規
定
す
る
埋
立
地
の
区
域 

 
 

一
般
廃
棄
物
の
最
終
処
分
場
に
係
る
埋
立
地 

 
 

(1) 

久
米
郡
美
咲
町
連
石
字
広
高
下
八
五
八
番
二
の
一
部
□
八
五
八
番
三
の
一
部
□
同
町
下
谷
字 

広
高
下
三
番
の
一
部
□
三
番
一
の
一
部 

 
 
 
 

(2) 

久
米
郡
美
咲
町
藤
原
字
カ
ニ
ヤ
八
三
〇
番
三
□
八
三
〇
番
四 

二 

廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律
施
行
令
第
十
三
条
の
二
第
三
号
イ
に
規
定
す
る
埋
立
地

で
あ
□
て
□
廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
□
昭
和
四
十
六
年
厚
生
省
令
第
三

十
五
号
□
第
十
二
条
の
三
十
一
第
二
号
に
規
定
す
る
埋
立
地
の
区
域 

 
 

一
般
廃
棄
物
の
埋
立
処
分
の
用
に
供
さ
れ
た
場
所
で
あ
□
て
廃
止
さ
れ
た
も
の
に
係
る
埋
立
地 

 
 

真
庭
市
上
中
津
井
字
切
塞
二
五
五
八
番
一
三
の
一
部
□
二
五
五
八
番
二
二
の
一
部 

三 

備
考 

 

１ 

指
定
区
域
の
位
置
の
詳
細
は
省
略
し
□
指
定
区
域
台
帳
の
縦
覧
を
も
□
て
こ
れ
に
代
え
る
□ 

 

２ 

一
の
区
域
に
つ
い
て
は
□
令
和
七
年
十
二
月
二
日
に
お
け
る
行
政
区
域
そ
の
他
の
区
域
に
よ
□

て
表
示
さ
れ
た
も
の
と
す
る
□ 

 

令和７年１２月９日　岡山県公報　第１２７６０号



◎
岡
山
県
告
示
第
五
百
四
十
九
号 

障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
□
平
成
十
七
年
法
律
第
百
二
十
三
号
□
第
五
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
□
精
神
通
院
医
療
を
担
当
す
る
医
療
機
関
を
次
の
と
お
り
指 

定
し
た
□ 

令
和
七
年
十
二
月
九
日 

岡 

山 

県 

知 

事 
 

 

伊 

原 

木 
 

 

隆 
 

 

太 
 

 
 

指
定
し
た
医
療
機
関 

 
 

名 
 

 
称 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

所 

在 

地 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
   

 
 

 
 

 
 
 

 
 

指
定
年
月
日 

あ
い
の
倉
薬
局 
児
島
下
の
町 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

倉
敷
市
児
島
下
の
町
七―

四―

七 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

令
和
七
年
十
二
月
一
日 

プ
プ
レ
ひ
ま
わ
り
薬
局 
倉
敷
新
倉
敷
店 

 
 

 
 

 
 

 

倉
敷
市
新
倉
敷
駅
前
四―

一
〇
二 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

令
和
七
年
十
二
月
一
日 

令和７年１２月９日　岡山県公報　第１２７６０号



◎
岡
山
県
告
示
第
五
百
五
十
号 

介
護
保
険
法
□
平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号
□
第
七
十
五
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
□
次
の
と
お

り
指
定
居
宅
サ
□
ビ
ス
の
事
業
を
廃
止
す
る
旨
の
届
出
が
あ
□
た
□ 

令
和
七
年
十
二
月
九
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

岡
山
県
知
事 

 

伊 

原 

木 
 

隆 
 

太 

一 

事
業
所
の
名
称
及
び
所
在
地 

１ 

名
称 

愛
和
荘
や
す
ら
ぎ
の
丘
デ
イ
サ
□
ビ
ス
セ
ン
タ
□ 

２ 

所
在
地 

津
山
市
桑
下
一
二
二
八―

六 

二 

事
業
者
の
名
称
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地 

１ 

名
称 

社
会
福
祉
法
人
愛
和
会 

２ 

所
在
地 

津
山
市
桑
下
一
二
七
二
番
地
三 

三 

廃
止
の
届
出
を
受
理
し
た
年
月
日 

令
和
七
年
十
二
月
一
日 

四 

介
護
保
険
事
業
所
番
号 

三
三
七
三
八
〇
〇
一
八
八 

五 

サ
□
ビ
ス
の
種
類 

通
所
介
護 

 
 

 

令和７年１２月９日　岡山県公報　第１２７６０号



◎
岡
山
県
告
示
第
五
百
五
十
一
号 

介
護
保
険
法
□
平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号
□
第
七
十
五
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
□
次
の
と
お

り
指
定
居
宅
サ
□
ビ
ス
の
事
業
を
廃
止
す
る
旨
の
届
出
が
あ
□
た
□ 

令
和
七
年
十
二
月
九
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

岡
山
県
知
事 

 

伊 

原 

木 
 

隆 
 

太 

一 

事
業
所
の
名
称
及
び
所
在
地 

１ 

名
称 

ヘ
ル
パ
□
ス
テ
□
シ
□
ン 

す
わ
ん 

２ 

所
在
地 

浅
口
郡
里
庄
町
里
見
三
五
三
〇
番
地
マ
ン
シ
□
ン
曽
根
本
Ⅰ―

三
〇
〇
号 

二 

事
業
者
の
名
称
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地 

１ 

名
称 

株
式
会
社
進 

２ 

所
在
地 

浅
口
郡
里
庄
町
里
見
三
五
三
〇
番
地
マ
ン
シ
□
ン
曽
根
本
Ⅰ―

三
〇
〇
号 

三 

廃
止
の
届
出
を
受
理
し
た
年
月
日 

令
和
七
年
十
二
月
二
日 

四 

介
護
保
険
事
業
所
番
号 

三
三
七
二
七
〇
一
〇
一
五 

五 

サ
□
ビ
ス
の
種
類 

訪
問
介
護 

 
 

 

令和７年１２月９日　岡山県公報　第１２７６０号



◎
岡
山
県
告
示
第
五
百
五
十
二
号 

 
 

道
路
法
□
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
□
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
□
道
路
の
区
域
を

次
の
と
お
り
変
更
す
る
□ 

 
 

そ
の
関
係
図
面
は
□
岡
山
県
土
木
部
道
路
整
備
課
に
お
い
て
告
示
の
日
か
ら
二
十
日
間
一
般
の
縦
覧

に
供
す
る
□ 

 
 
 
 

令
和
七
年
十
二
月
九
日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

岡
山
県
知
事 

 

伊 

原 

木 
 

隆 
 

太 
 

 
 

一 

道
路
の
種
類 
県
道 

 

二 

路 

線 

名 

余
野
上
久
米
線 

三 

道
路
の
区
域 

 

一 

道
路
の
種
類 

県
道 

 

二 

路 

線 

名 

六
条
院
東
里
庄
線 

三 

道
路
の
区
域 

  

  

津
山
市
宮
部
上
字
出
尻
六
六
六
番
地
先
か
ら 

津
山
市
宮
部
上
字
大
門
六
五
五
番
二
地
先
ま
で 

津
山
市
宮
部
上
字
出
尻
六
六
六
番
地
先
か
ら 

津
山
市
宮
部
上
字
大
門
六
五
五
番
二
地
先
ま
で 

区 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

域 

旧 新 

新
旧

別 

四
・
四
□ 

一
五
・
一 

七
・
七
□ 

二
四
・
三 

幅 
 

 

員 

□
メ
□
ト
ル
□ 

一
六
三
・
九 

一
六
三
・
九 

延 
 

 

長 

□
メ
□
ト
ル
□ 

  

浅
口
市
鴨
方
町
六
条
院
西
字
薄
井
二
七
九
一
番

五
地
先
か
ら 

浅
口
市
鴨
方
町
六
条
院
西
字
池
ノ
平
一
七
四
一

番
二
地
先
を
経
て 

浅
口
郡
里
庄
町
大
字
新
庄
字
味
噌
ケ
谷
三
五
四

三
番
三
地
先
ま
で 

 

浅
口
市
鴨
方
町
六
条
院
西
字
薄
井
二
七
九
一
番

五
地
先
か
ら 

浅
口
市
鴨
方
町
六
条
院
西
字
池
ノ
平
一
七
四
一

番
二
地
先
を
経
て 

浅
口
郡
里
庄
町
大
字
新
庄
字
味
噌
ケ
谷
三
五
四

三
番
三
地
先
ま
で 

 

区 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

域 

旧 新 

新
旧

別 

一
二
・
〇
□ 

五
三
・
九 

一
二
・
〇
□ 

三
三
・
〇 

幅 
 

 

員 

□
メ
□
ト
ル
□ 

九
八
九
・
〇 

九
八
九
・
〇 

延 
 

 

長 

□
メ
□
ト
ル
□ 

令和７年１２月９日　岡山県公報　第１２７６０号



◎
岡
山
県
告
示
第
五
百
五
十
三
号 

 
 

道
路
法
□
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
□
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
□
道
路
の
供
用
を

次
の
と
お
り
開
始
す
る
□ 

 
 

そ
の
関
係
図
面
は
□
岡
山
県
土
木
部
道
路
整
備
課
に
お
い
て
告
示
の
日
か
ら
二
十
日
間
一
般
の
縦
覧

に
供
す
る
□ 

 
 
 
 

令
和
七
年
十
二
月
九
日 

岡
山
県
知
事 

 

伊 

原 

木 
 

隆 
 

太 
 

 
 

 
 

 

    

県
道 

県
道 

道

路

の

種

類 

 

六
条
院
東
里

庄
線 

余
野
上
久
米

線 路

線

名 

浅
口
市
鴨
方
町
六
条
院
西
字
薄
井
二
七
九
一
番
五
地

先
か
ら 

浅
口
市
鴨
方
町
六
条
院
西
字
池
ノ
平
一
七
四
一
番
二

地
先
を
経
て 

浅
口
郡
里
庄
町
大
字
新
庄
字
味
噌
ケ
谷
三
五
四
三
番 

三
地
先
ま
で 

 

津
山
市
宮
部
上
字
出
尻
六
六
六
番
地
先
か
ら 

津
山
市
宮
部
上
字
大
門
六
五
五
番
二
地
先
ま
で 

区 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

間 

令
和
七
年
十

二
月
十
二
日 

令
和
七
年
十

二
月
九
日 

供
用
開
始

年

月

日 

令和７年１２月９日　岡山県公報　第１２７６０号



□
五
三
二
□
大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
□
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
□
第
六
条
第
三
項
に
お
い
て
準

用
す
る
同
法
第
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
□
次
の
大
規
模
小
売
店
舗
の
変
更
の
届
出
に
つ
い
て
□
縦

覧
に
供
す
る
□ 

 
こ
の
公
告
に
係
る
大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
が
そ
の
周
辺
の
地
域
の
生
活
環
境
の
保
持
の
た

め
配
慮
す
べ
き
事
項
に
つ
い
て
意
見
を
有
す
る
者
は
□
同
法
第
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
□
縦
覧
期

間
満
了
の
日
ま
で
に
知
事
に
意
見
書
を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
□ 

 
 

令
和
七
年
十
二
月
九
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

岡
山
県
知
事 

 

伊 

原 

木 
 

隆 
 

太 
 

 
 

一 

届
出
事
項
の
概
要 

 

１ 

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地 

    
 

名
称 

ゆ
め
タ
ウ
ン
井
原 

    
 

所
在
地 

井
原
市
下
出
部
町
二
丁
目
一
一
番
一
三
ほ
か 

 

２ 

届
出
者
の
名
称
□
住
所
及
び
代
表
者
の
氏
名 

 
 

 

名
称 

株
式
会
社
イ
ズ
ミ 

 
 

 

住
所 

広
島
県
広
島
市
東
区
二
葉
の
里
三
丁
目
三
番
一
号 

 
 

 

代
表
者
の
氏
名 

代
表
取
締
役 

町
田 
繁
樹 

３ 

変
更
事
項 

 
 

⑴ 

大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
の
名
称
□
住
所
及
び
代
表
者
の
氏
名 

□
変
更
前
□
名
称 

株
式
会
社
イ
ズ
ミ 

 
 

 
 

 
 

 
 

住
所 

広
島
県
広
島
市
東
区
二
葉
の
里
三
丁
目
三
番
一
号 

 
 

 
 

 
 

代
表
者
の
氏
名 

代
表
取
締
役 

山
西 

泰
明 

 

□
変
更
後
□
名
称 

株
式
会
社
イ
ズ
ミ 

 
 

 
 

 
 

 
 

住
所 

広
島
県
広
島
市
東
区
二
葉
の
里
三
丁
目
三
番
一
号 

 
 

 
 

 
 

代
表
者
の
氏
名 

代
表
取
締
役 

町
田 

繁
樹 

⑵ 

大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
名
称
□
住
所
及
び
代
表
者
の
氏
名 

□
変
更
前
□
名
称 

株
式
会
社
イ
ズ
ミ 

 
 

 
 

 
 

 
 

住
所 

広
島
県
広
島
市
東
区
二
葉
の
里
三
丁
目
三
番
一
号 

 
 

 
 

 
 

代
表
者
の
氏
名 

代
表
取
締
役 

山
西 

泰
明 

 
 

 
 

 
 

 
 

ほ
か 

六
者
□
届
出
書
別
紙
に
記
載
の
と
お
り
□ 

 

□
変
更
後
□
名
称 

株
式
会
社
イ
ズ
ミ 

 
 

 
 

 
 

 
 

住
所 

広
島
県
広
島
市
東
区
二
葉
の
里
三
丁
目
三
番
一
号 

 
 

 
 

 
 

代
表
者
の
氏
名 

代
表
取
締
役 

町
田 

繁
樹 

 
 

 
 

 
 

ほ
か 

五
者
□
届
出
書
別
紙
に
記
載
の
と
お
り
□ 

 

４ 

変
更
年
月
日 

令
和
七
年
一
月
三
十
一
日
ほ
か 

二 

届
出
年
月
日 

 
 

令
和
七
年
十
一
月
十
四
日 

三 

縦
覧
の
期
間
及
び
場
所 

  

１ 

縦
覧
の
期
間 

 
 

 

令
和
七
年
十
二
月
九
日
か
ら
令
和
八
年
四
月
九
日
ま
で 

 

２ 

縦
覧
の
場
所 

 
 

 

岡
山
県
産
業
労
働
部
経
営
支
援
課
及
び
同
課
ホ
□
ム
ペ
□
ジ 

令和７年１２月９日　岡山県公報　第１２７６０号



□
五
三
三
□
大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
□
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
□
第
六
条
第
三
項
に
お
い
て
準

用
す
る
同
法
第
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
□
次
の
大
規
模
小
売
店
舗
の
変
更
の
届
出
に
つ
い
て
□
縦

覧
に
供
す
る
□ 

 
こ
の
公
告
に
係
る
大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
が
そ
の
周
辺
の
地
域
の
生
活
環
境
の
保
持
の
た

め
配
慮
す
べ
き
事
項
に
つ
い
て
意
見
を
有
す
る
者
は
□
同
法
第
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
□
縦
覧
期

間
満
了
の
日
ま
で
に
知
事
に
意
見
書
を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
□ 

 
 

令
和
七
年
十
二
月
九
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

岡
山
県
知
事 

 

伊 

原 

木 
 

隆 
 

太 
 

 
 

一 

届
出
事
項
の
概
要 

 

１ 

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地 

    
 

名
称 

ゆ
め
タ
ウ
ン
高
梁 

    
 

所
在
地 

高
梁
市
落
合
町
阿
部
一
七
三
一
番
地
一
ほ
か 

 

２ 

届
出
者
の
名
称
□
住
所
及
び
代
表
者
の
氏
名 

 
 

 

名
称 

備
中
開
発
株
式
会
社 

 
 

 

住
所 

高
梁
市
落
合
町
阿
部
一
七
○
○
番
地 

 
 

 

代
表
者
の
氏
名 

代
表
取
締
役 

國
長 
謙
司 

３ 

変
更
事
項 

 
 

 

大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
名
称
□
住
所
及
び
代
表
者
の
氏
名 

 
 

□
変
更
前
□
名
称 

株
式
会
社
イ
ズ
ミ 

 
 

 
 

 
 

 

住
所 

広
島
県
広
島
市
東
区
二
葉
の
里
三
丁
目
三
番
一
号 

 
 

 
 

 
 

 

代
表
者
の
氏
名 

代
表
取
締
役 

山
西 

泰
明 

 
 

 
 

 
 

 

ほ
か 

十
者
□
届
出
書
別
紙
に
記
載
の
と
お
り
□ 

 
 

□
変
更
後
□
名
称 

株
式
会
社
イ
ズ
ミ 

 
 

 
 

 
 

 

住
所 

広
島
県
広
島
市
東
区
二
葉
の
里
三
丁
目
三
番
一
号 

 
 

 
 

 
 

 

代
表
者
の
氏
名 

代
表
取
締
役 

町
田 

繁
樹 

 
 

 
 

 
 

 

ほ
か 

十
者
□
届
出
書
別
紙
に
記
載
の
と
お
り
□ 

４ 

変
更
年
月
日 

令
和
六
年
十
二
月
三
十
一
日
ほ
か 

二 

届
出
年
月
日 

 
 

令
和
七
年
十
一
月
十
四
日 

三 

縦
覧
の
期
間
及
び
場
所 

  

１ 

縦
覧
の
期
間 

 
 

 

令
和
七
年
十
二
月
九
日
か
ら
令
和
八
年
四
月
九
日
ま
で 

 

２ 

縦
覧
の
場
所 

 
 

 

岡
山
県
産
業
労
働
部
経
営
支
援
課
及
び
同
課
ホ
□
ム
ペ
□
ジ 

令和７年１２月９日　岡山県公報　第１２７６０号



□
五
三
四
□
大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
□
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
□
第
六
条
第
三
項
に
お
い
て
準

用
す
る
同
法
第
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
□
次
の
大
規
模
小
売
店
舗
の
変
更
の
届
出
に
つ
い
て
□
縦

覧
に
供
す
る
□ 

 
こ
の
公
告
に
係
る
大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
が
そ
の
周
辺
の
地
域
の
生
活
環
境
の
保
持
の
た

め
配
慮
す
べ
き
事
項
に
つ
い
て
意
見
を
有
す
る
者
は
□
同
法
第
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
□
縦
覧
期

間
満
了
の
日
ま
で
に
知
事
に
意
見
書
を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
□ 

 
 

令
和
七
年
十
二
月
九
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

岡
山
県
知
事 

 

伊 

原 

木 
 

隆 
 

太 
 

 
 

一 

届
出
事
項
の
概
要 

 

１ 

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地 

    
 

名
称 

ゆ
め
タ
ウ
ン
邑
久 

    
 

所
在
地 

瀬
戸
内
市
邑
久
町
尾
張
字
樋
口
二
六
八
番
地
ほ
か 

 

２ 

届
出
者
の
名
称
□
住
所
及
び
代
表
者
の
氏
名 

 
 

 

名
称 

株
式
会
社
イ
ズ
ミ 

 
 

 

住
所 

広
島
県
広
島
市
東
区
二
葉
の
里
三
丁
目
三
番
一
号 

 
 

 

代
表
者
の
氏
名 

代
表
取
締
役 

町
田 
繁
樹 

３ 

変
更
事
項 

 
 

⑴ 

大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
の
名
称
□
住
所
及
び
代
表
者
の
氏
名 

□
変
更
前
□
名
称 

株
式
会
社
イ
ズ
ミ 

 
 

 
 

 
 

 
 

住
所 

広
島
県
広
島
市
東
区
二
葉
の
里
三
丁
目
三
番
一
号 

 
 

 
 

 
 

代
表
者
の
氏
名 

代
表
取
締
役 

山
西 

泰
明 

 

□
変
更
後
□
名
称 

株
式
会
社
イ
ズ
ミ 

 
 

 
 

 
 

 
 

住
所 

広
島
県
広
島
市
東
区
二
葉
の
里
三
丁
目
三
番
一
号 

 
 

 
 

 
 

代
表
者
の
氏
名 

代
表
取
締
役 

町
田 

繁
樹 

⑵ 

大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
名
称
□
住
所
及
び
代
表
者
の
氏
名 

□
変
更
前
□
名
称 

株
式
会
社
イ
ズ
ミ 

 
 

 
 

 
 

 
 

住
所 

広
島
県
広
島
市
東
区
二
葉
の
里
三
丁
目
三
番
一
号 

 
 

 
 

 
 

代
表
者
の
氏
名 

代
表
取
締
役 

山
西 

泰
明 

 
 

 
 

 
 

 
 

ほ
か 

十
一
者
□
届
出
書
別
紙
に
記
載
の
と
お
り
□ 

 

□
変
更
後
□
名
称 

株
式
会
社
イ
ズ
ミ 

 
 

 
 

 
 

 
 

住
所 

広
島
県
広
島
市
東
区
二
葉
の
里
三
丁
目
三
番
一
号 

 
 

 
 

 
 

代
表
者
の
氏
名 

代
表
取
締
役 

町
田 

繁
樹 

 
 

 
 

 
 

ほ
か 

十
一
者
□
届
出
書
別
紙
に
記
載
の
と
お
り
□ 

 

４ 

変
更
年
月
日 

令
和
七
年
四
月
一
日
ほ
か 

二 

届
出
年
月
日 

 
 

令
和
七
年
十
一
月
十
四
日 

三 

縦
覧
の
期
間
及
び
場
所 

  

１ 

縦
覧
の
期
間 

 
 

 

令
和
七
年
十
二
月
九
日
か
ら
令
和
八
年
四
月
九
日
ま
で 

 

２ 

縦
覧
の
場
所 

 
 

 

岡
山
県
産
業
労
働
部
経
営
支
援
課
及
び
同
課
ホ
□
ム
ペ
□
ジ 

令和７年１２月９日　岡山県公報　第１２７６０号



□
五
三
五
□
大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
□
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
□
第
六
条
第
三
項
に
お
い
て
準

用
す
る
同
法
第
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
□
次
の
大
規
模
小
売
店
舗
の
変
更
の
届
出
に
つ
い
て
□
縦

覧
に
供
す
る
□ 

 
こ
の
公
告
に
係
る
大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
が
そ
の
周
辺
の
地
域
の
生
活
環
境
の
保
持
の
た

め
配
慮
す
べ
き
事
項
に
つ
い
て
意
見
を
有
す
る
者
は
□
同
法
第
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
□
縦
覧
期

間
満
了
の
日
ま
で
に
知
事
に
意
見
書
を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
□ 

 
 

令
和
七
年
十
二
月
九
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

岡
山
県
知
事 

 

伊 

原 

木 
 

隆 
 

太 
 

 
 

一 

届
出
事
項
の
概
要 

 

１ 

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地 

    
 

名
称 

ゆ
め
モ
□
ル
山
陽 

    
 

所
在
地 

赤
磐
市
下
市
四
七
三
番
地 

 

２ 

届
出
者
の
名
称
□
住
所
及
び
代
表
者
の
氏
名 

 
 

⑴ 

名
称 

株
式
会
社
イ
ズ
ミ 

 
 

 
 

住
所 

広
島
県
広
島
市
東
区
二
葉
の
里
三
丁
目
三
番
一
号 

 
 

 
 

代
表
者
の
氏
名 

代
表
取
締
役 

町
田 
繁
樹 

 
 

⑵ 

名
称 

株
式
会
社
し
ま
む
ら 

 
 

 
 

住
所 

埼
玉
県
さ
い
た
ま
市
大
宮
区
北
袋
町
一
丁
目
六
〇
二
番
一
号 

 
 

 
 

代
表
者
の
氏
名 

代
表
取
締
役 

鈴
木 

 

誠 

３ 

変
更
事
項 

⑴ 

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称 

□
変
更
前
□
名
称 

ゆ
め
タ
ウ
ン
山
陽 

 

□
変
更
後
□
名
称 

ゆ
め
モ
□
ル
山
陽 

 
 

⑵ 

大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
の
名
称
□
住
所
及
び
代
表
者
の
氏
名 

□
変
更
前
□
名
称 

株
式
会
社
イ
ズ
ミ 

 
 

 
 

 
 

 
 

住
所 

広
島
県
広
島
市
東
区
二
葉
の
里
三
丁
目
三
番
一
号 

 
 

 
 

 
 

代
表
者
の
氏
名 

代
表
取
締
役 

山
西 

泰
明 

 

□
変
更
後
□
名
称 

株
式
会
社
イ
ズ
ミ 

 
 

 
 

 
 

 
 

住
所 

広
島
県
広
島
市
東
区
二
葉
の
里
三
丁
目
三
番
一
号 

 
 

 
 

 
 

代
表
者
の
氏
名 

代
表
取
締
役 

町
田 

繁
樹 

⑶ 

大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
名
称
□
住
所
及
び
代
表
者
の
氏
名 

□
変
更
前
□
名
称 

株
式
会
社
イ
ズ
ミ 

 
 

 
 

 
 

 
 

住
所 

広
島
県
広
島
市
東
区
二
葉
の
里
三
丁
目
三
番
一
号 

 
 

 
 

 
 

代
表
者
の
氏
名 

代
表
取
締
役 

山
西 

泰
明 

 
 

 
 

 
 

 
 

ほ
か 

九
者
□
届
出
書
別
紙
に
記
載
の
と
お
り
□ 

 

□
変
更
後
□
名
称 

株
式
会
社
イ
ズ
ミ 

 
 

 
 

 
 

 
 

住
所 

広
島
県
広
島
市
東
区
二
葉
の
里
三
丁
目
三
番
一
号 

 
 

 
 

 
 

代
表
者
の
氏
名 

代
表
取
締
役 

町
田 

繁
樹 

 
 

 
 

 
 

ほ
か 

三
者
□
届
出
書
別
紙
に
記
載
の
と
お
り
□ 

 

４ 

変
更
年
月
日 

令
和
七
年
四
月
一
日
ほ
か 

二 

届
出
年
月
日 

 
 

令
和
七
年
十
一
月
十
四
日 

三 

縦
覧
の
期
間
及
び
場
所 

  

１ 

縦
覧
の
期
間 

令和７年１２月９日　岡山県公報　第１２７６０号



 
 

 

令
和
七
年
十
二
月
九
日
か
ら
令
和
八
年
四
月
九
日
ま
で 

 

２ 

縦
覧
の
場
所 

 
 

 

岡
山
県
産
業
労
働
部
経
営
支
援
課
及
び
同
課
ホ
□
ム
ペ
□
ジ 

令和７年１２月９日　岡山県公報　第１２７６０号



□
五
三
六
□
大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
□
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
□
第
六
条
第
三
項
に
お
い
て
準

用
す
る
同
法
第
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
□
次
の
大
規
模
小
売
店
舗
の
変
更
の
届
出
に
つ
い
て
□
縦

覧
に
供
す
る
□ 

 
こ
の
公
告
に
係
る
大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
が
そ
の
周
辺
の
地
域
の
生
活
環
境
の
保
持
の
た

め
配
慮
す
べ
き
事
項
に
つ
い
て
意
見
を
有
す
る
者
は
□
同
法
第
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
□
縦
覧
期

間
満
了
の
日
ま
で
に
知
事
に
意
見
書
を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
□ 

 
 

令
和
七
年
十
二
月
九
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

岡
山
県
知
事 

 

伊 

原 

木 
 

隆 
 

太 
 

 
 

一 

届
出
事
項
の
概
要 

 

１ 

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地 

    
 

名
称 

ホ
□
ム
セ
ン
タ
□
タ
イ
ム
山
陽
店 

    
 

所
在
地 

赤
磐
市
上
市
一
八
〇
番
地
一
ほ
か 

 

２ 

届
出
者
の
名
称
□
住
所
及
び
代
表
者
の
氏
名 

 
 

 

名
称 

株
式
会
社
イ
ズ
ミ 

 
 

 

住
所 

広
島
県
広
島
市
東
区
二
葉
の
里
三
丁
目
三
番
一
号 

 
 

 

代
表
者
の
氏
名 

代
表
取
締
役 

町
田 
繁
樹 

３ 

変
更
事
項 

大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
の
名
称
□
住
所
及
び
代
表
者
の
氏
名 

□
変
更
前
□
名
称 

株
式
会
社
イ
ズ
ミ 

 
 

 
 

 
 

 

住
所 

広
島
県
広
島
市
東
区
二
葉
の
里
三
丁
目
三
番
一
号 

 
 

 
 

 

代
表
者
の
氏
名 

代
表
取
締
役 

山
西 

泰
明 

 

□
変
更
後
□
名
称 

株
式
会
社
イ
ズ
ミ 

 
 

 
 

 
 

 

住
所 

広
島
県
広
島
市
東
区
二
葉
の
里
三
丁
目
三
番
一
号 

 
 

 
 

 

代
表
者
の
氏
名 

代
表
取
締
役 

町
田 

繁
樹 

 

４ 

変
更
年
月
日 

令
和
七
年
四
月
一
日 

二 

届
出
年
月
日 

 
 

令
和
七
年
十
一
月
十
四
日 

三 

縦
覧
の
期
間
及
び
場
所 

  

１ 

縦
覧
の
期
間 

 
 

 

令
和
七
年
十
二
月
九
日
か
ら
令
和
八
年
四
月
九
日
ま
で 

 

２ 

縦
覧
の
場
所 

 
 

 

岡
山
県
産
業
労
働
部
経
営
支
援
課
及
び
同
課
ホ
□
ム
ペ
□
ジ 

令和７年１２月９日　岡山県公報　第１２７６０号



□
五
三
七
□
大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
□
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
□
第
六
条
第
三
項
に
お
い
て
準

用
す
る
同
法
第
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
□
次
の
大
規
模
小
売
店
舗
の
変
更
の
届
出
に
つ
い
て
□
縦

覧
に
供
す
る
□ 

 
こ
の
公
告
に
係
る
大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
が
そ
の
周
辺
の
地
域
の
生
活
環
境
の
保
持
の
た

め
配
慮
す
べ
き
事
項
に
つ
い
て
意
見
を
有
す
る
者
は
□
同
法
第
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
□
縦
覧
期

間
満
了
の
日
ま
で
に
知
事
に
意
見
書
を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
□ 

 
 

令
和
七
年
十
二
月
九
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

岡
山
県
知
事 

 

伊 

原 

木 
 

隆 
 

太 
 

 
 

一 

届
出
事
項
の
概
要 

 

１ 

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地 

    
 

名
称 

ゆ
め
タ
ウ
ン
久
世 

    
 

所
在
地 

真
庭
市
惣
一
六
四
番
地
の
一
ほ
か 

 

２ 

届
出
者
の
名
称
□
住
所
及
び
代
表
者
の
氏
名 

(1) 

名
称 

株
式
会
社
イ
ズ
ミ 

 
 

 
 

住
所 

広
島
市
東
区
二
葉
の
里
三
丁
目
三
番
一
号 

 
 

 
 

代
表
者
の
氏
名 

代
表
取
締
役 

町
田 
繫
樹 

(2) 

名
称 

株
式
会
社
い
な
い 

 
 

 
 

住
所 

鳥
取
県
倉
吉
市
河
原
町
一
七
七
〇
番
地 

 
 

 
 

代
表
者
の
氏
名 

代
表
取
締
役 

稲
井 

陽
一
郎 

(3) 

名
称 

有
限
会
社 

家
具
の
サ
ダ
カ
タ 

 
 

 
 

住
所 

真
庭
市
惣
一
八
八
番
地
の
一 

 
 

 
 

代
表
者
の
氏
名 

代
表
取
締
役 

定
方 

雅
義 

(4) 

名
称 

株
式
会
社
イ
エ
ロ
□
ハ
□
ト 

 
 

 
 

住
所 

東
京
都
大
田
区
北
千
束
一
丁
目
四
番
六
号 

 
 

 
 

代
表
者
の
氏
名 

代
表
取
締
役 

堀
江 

康
生 

 

３ 

変
更
事
項 

(1) 

大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
の
名
称
□
住
所
及
び
代
表
者
の
氏
名 

□
変
更
前
□ 

ア 

名
称 

株
式
会
社
イ
ズ
ミ 

 
 

 

住
所 

広
島
県
広
島
市
東
区
二
葉
の
里
三
丁
目
三
番
一
号 

 
 

 

代
表
者
の
氏
名 

代
表
取
締
役 

山
西 

泰
明 

イ 

名
称 

株
式
会
社
イ
エ
ロ
□
ハ
□
ト 

 
 

 

住
所 

東
京
都
千
代
田
区
岩
本
町
一
丁
目
七
番
四
号 

 
 

 

代
表
者
の
氏
名 

代
表
取
締
役 

堀
江 

康
生 

□
変
更
後
□ 

ア 

名
称 

株
式
会
社
イ
ズ
ミ 

 
 

 

住
所 

広
島
県
広
島
市
東
区
二
葉
の
里
三
丁
目
三
番
一
号 

 
 

 

代
表
者
の
氏
名 

代
表
取
締
役 

町
田 

繁
樹 

イ 

名
称 

株
式
会
社
イ
エ
ロ
□
ハ
□
ト 

 
 

 

住
所 

東
京
都
大
田
区
北
千
束
一
丁
目
四
番
六
号 

 
 

 

代
表
者
の
氏
名 

代
表
取
締
役 

堀
江 

康
生 

(2) 

大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
名
称
□
住
所
及
び
代
表
者
の
氏
名 

□
変
更
前
□
名
称 

株
式
会
社
イ
ズ
ミ 

 
 

 
 

 
 

 
 

住
所 

広
島
県
広
島
市
東
区
二
葉
の
里
三
丁
目
三
番
一
号 

 
 

 
 

 
 

代
表
者
の
氏
名 

代
表
取
締
役 

山
西 

泰
明 
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ほ
か 

九
者
□
届
出
書
別
紙
に
記
載
の
と
お
り
□ 

 

□
変
更
後
□
名
称 

株
式
会
社
イ
ズ
ミ 

 
 

 
 

 
 

 
 

住
所 

広
島
県
広
島
市
東
区
二
葉
の
里
三
丁
目
三
番
一
号 

 
 

 
 

 
 

代
表
者
の
氏
名 

代
表
取
締
役 

町
田 

繁
樹 

 
 

 
 

 
 

 
 

ほ
か 

十
者
□
届
出
書
別
紙
に
記
載
の
と
お
り
□ 

 

４ 

変
更
年
月
日 

令
和
七
年
三
月
十
三
日
ほ
か 

二 

届
出
年
月
日 

 
 

令
和
七
年
十
一
月
十
四
日 

三 

縦
覧
の
期
間
及
び
場
所 

  

１ 

縦
覧
の
期
間 

 
 

 

令
和
七
年
十
二
月
九
日
か
ら
令
和
八
年
四
月
九
日
ま
で 

 

２ 

縦
覧
の
場
所 

 
 

 

岡
山
県
産
業
労
働
部
経
営
支
援
課
及
び
同
課
ホ
□
ム
ペ
□
ジ 
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□
五
三
八
□
大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
□
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
□
第
六
条
第
三
項
に
お
い
て
準

用
す
る
同
法
第
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
□
次
の
大
規
模
小
売
店
舗
の
変
更
の
届
出
に
つ
い
て
□
縦

覧
に
供
す
る
□ 

 
こ
の
公
告
に
係
る
大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
が
そ
の
周
辺
の
地
域
の
生
活
環
境
の
保
持
の
た

め
配
慮
す
べ
き
事
項
に
つ
い
て
意
見
を
有
す
る
者
は
□
同
法
第
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
□
縦
覧
期

間
満
了
の
日
ま
で
に
知
事
に
意
見
書
を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
□ 

 
 

令
和
七
年
十
二
月
九
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

岡
山
県
知
事 

 

伊 

原 

木 
 

隆 
 

太 
 

 
 

一 

届
出
事
項
の
概
要 

 

１ 

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地 

    
 

名
称 

ゆ
め
マ
□
ト
美
作 

    
 

所
在
地 

美
作
市
楢
原
下
字
土
屋
敷
一
二
六
八―

一
ほ
か 

 

２ 

届
出
者
の
名
称
□
住
所
及
び
代
表
者
の
氏
名 

 
 

 

名
称 

株
式
会
社
イ
ズ
ミ 

 
 

 

住
所 

広
島
県
広
島
市
東
区
二
葉
の
里
三
丁
目
三
番
一
号 

 
 

 

代
表
者
の
氏
名 

代
表
取
締
役 

町
田 
繁
樹 

３ 

変
更
事
項 

 
 

⑴ 

大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
の
名
称
□
住
所
及
び
代
表
者
の
氏
名 

□
変
更
前
□
名
称 

株
式
会
社
イ
ズ
ミ 

 
 

 
 

 
 

 
 

住
所 

広
島
県
広
島
市
東
区
二
葉
の
里
三
丁
目
三
番
一
号 

 
 

 
 

 
 

代
表
者
の
氏
名 

代
表
取
締
役 

山
西 

泰
明 

 

□
変
更
後
□
名
称 

株
式
会
社
イ
ズ
ミ 

 
 

 
 

 
 

 
 

住
所 

広
島
県
広
島
市
東
区
二
葉
の
里
三
丁
目
三
番
一
号 

 
 

 
 

 
 

代
表
者
の
氏
名 

代
表
取
締
役 

町
田 

繁
樹 

⑵ 

大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
名
称
□
住
所
及
び
代
表
者
の
氏
名 

□
変
更
前
□
名
称 

株
式
会
社
イ
ズ
ミ 

 
 

 
 

 
 

 
 

住
所 

広
島
県
広
島
市
東
区
二
葉
の
里
三
丁
目
三
番
一
号 

 
 

 
 

 
 

代
表
者
の
氏
名 

代
表
取
締
役 

山
西 

泰
明 

 
 

 
 

 
 

 
 

ほ
か 

五
者
□
届
出
書
別
紙
に
記
載
の
と
お
り
□ 

 

□
変
更
後
□
名
称 

株
式
会
社
イ
ズ
ミ 

 
 

 
 

 
 

 
 

住
所 

広
島
県
広
島
市
東
区
二
葉
の
里
三
丁
目
三
番
一
号 

 
 

 
 

 
 

代
表
者
の
氏
名 

代
表
取
締
役 

町
田 

繁
樹 

 
 

 
 

 
 

ほ
か 

四
者
□
届
出
書
別
紙
に
記
載
の
と
お
り
□ 

 

４ 

変
更
年
月
日 

令
和
七
年
四
月
一
日
ほ
か 

二 

届
出
年
月
日 

 
 

令
和
七
年
十
一
月
十
四
日 

三 

縦
覧
の
期
間
及
び
場
所 

  

１ 

縦
覧
の
期
間 

 
 

 

令
和
七
年
十
二
月
九
日
か
ら
令
和
八
年
四
月
九
日
ま
で 

 

２ 

縦
覧
の
場
所 

 
 

 

岡
山
県
産
業
労
働
部
経
営
支
援
課
及
び
同
課
ホ
□
ム
ペ
□
ジ 
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□
五
三
九
□
大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
□
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
□
第
六
条
第
三
項
に
お
い
て
準

用
す
る
同
法
第
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
□
次
の
大
規
模
小
売
店
舗
の
変
更
の
届
出
に
つ
い
て
□
縦

覧
に
供
す
る
□ 

 
こ
の
公
告
に
係
る
大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
が
そ
の
周
辺
の
地
域
の
生
活
環
境
の
保
持
の
た

め
配
慮
す
べ
き
事
項
に
つ
い
て
意
見
を
有
す
る
者
は
□
同
法
第
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
□
縦
覧
期

間
満
了
の
日
ま
で
に
知
事
に
意
見
書
を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
□ 

 
 

令
和
七
年
十
二
月
九
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

岡
山
県
知
事 

 

伊 

原 

木 
 

隆 
 

太 
 

 
 

一 

届
出
事
項
の
概
要 

 

１ 

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地 

    
 

名
称 

ゆ
め
マ
□
ト
津
山 

    
 

所
在
地 

津
山
市
伏
見
町
五
〇
番
二
ほ
か 

 

２ 

届
出
者
の
名
称
□
住
所
及
び
代
表
者
の
氏
名 

 
 

 

名
称 

株
式
会
社
イ
ズ
ミ 

 
 

 

住
所 

広
島
県
広
島
市
東
区
二
葉
の
里
三
丁
目
三
番
一
号 

 
 

 

代
表
者
の
氏
名 

代
表
取
締
役 

町
田 
繁
樹 

３ 

変
更
事
項 

 
 

⑴ 

大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
の
名
称
□
住
所
及
び
代
表
者
の
氏
名 

□
変
更
前
□
名
称 

株
式
会
社
イ
ズ
ミ 

 
 

 
 

 
 

 
 

住
所 

広
島
県
広
島
市
東
区
二
葉
の
里
三
丁
目
三
番
一
号 

 
 

 
 

 
 

代
表
者
の
氏
名 

代
表
取
締
役 

山
西 

泰
明 

 

□
変
更
後
□
名
称 

株
式
会
社
イ
ズ
ミ 

 
 

 
 

 
 

 
 

住
所 

広
島
県
広
島
市
東
区
二
葉
の
里
三
丁
目
三
番
一
号 

 
 

 
 

 
 

代
表
者
の
氏
名 

代
表
取
締
役 

町
田 

繁
樹 

⑵ 

大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
名
称
□
住
所
及
び
代
表
者
の
氏
名 

□
変
更
前
□
名
称 

株
式
会
社
イ
ズ
ミ 

 
 

 
 

 
 

 
 

住
所 

広
島
県
広
島
市
東
区
二
葉
の
里
三
丁
目
三
番
一
号 

 
 

 
 

 
 

代
表
者
の
氏
名 

代
表
取
締
役 

山
西 

泰
明 

 

□
変
更
後
□
名
称 

株
式
会
社
イ
ズ
ミ 

 
 

 
 

 
 

 
 

住
所 

広
島
県
広
島
市
東
区
二
葉
の
里
三
丁
目
三
番
一
号 

 
 

 
 

 
 

代
表
者
の
氏
名 

代
表
取
締
役 

町
田 

繁
樹 

 

４ 

変
更
年
月
日 

令
和
七
年
四
月
一
日 

二 

届
出
年
月
日 

 
 

令
和
七
年
十
一
月
十
四
日 

三 

縦
覧
の
期
間
及
び
場
所 

  

１ 

縦
覧
の
期
間 

 
 

 

令
和
七
年
十
二
月
九
日
か
ら
令
和
八
年
四
月
九
日
ま
で 

 

２ 

縦
覧
の
場
所 

 
 

 

岡
山
県
産
業
労
働
部
経
営
支
援
課
及
び
同
課
ホ
□
ム
ペ
□
ジ 

令和７年１２月９日　岡山県公報　第１２７６０号



□
五
四
〇
□
建
築
基
準
法
□
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
一
号
□
第
四
十
二
条
第
一
項
第
五
号
の
規
定

に
よ
り
□
次
の
と
お
り
道
路
の
位
置
を
指
定
し
た
□ 

そ
の
関
係
図
面
に
つ
い
て
は
□
岡
山
県
備
中
県
民
局
建
設
部
管
理
課
に
お
い
て
□
一
般
の
縦
覧
に
供

す
る
□ 

 
 

令
和
七
年
十
二
月
九
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

岡
山
県
知
事 

 

伊 

原 

木 
 

隆 
 

太 
 

 
 

 

  

岡
山
県
指
令
備
中
局

建
第
六
五
号 

令
和
七
年
十
一
月
二

十
八
日 

番

号 

指

定

年

月

日 

浅
口
市
金
光
町
須
恵
一
〇
六
番
一
七
□

一
〇
六
番
一
九 

道

路

の

位

置 

四
・
五
〇 □ 

四
・
五
三 

 

道
路
の
幅
員 

(

メ
□
ト
ル) 

一
一
八
・
三

〇 道
路
の
延
長 

(

メ
□
ト
ル) 
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◎
岡
山
県
選
管
告
示
第
九
十
八
号 

 

地
方
自
治
法
□
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
□
第
七
十
四
条
第
一
項
及
び
第
七
十
五
条
第
一
項

に
規
定
す
る
選
挙
権
を
有
す
る
者
の
総
数
の
五
十
分
の
一
の
数
並
び
に
同
法
第
七
十
六
条
第
一
項
□
第

八
十
条
第
一
項
□
第
八
十
一
条
第
一
項
及
び
第
八
十
六
条
第
一
項
並
び
に
地
方
教
育
行
政
の
組
織
及
び

運
営
に
関
す
る
法
律
□
昭
和
三
十
一
年
法
律
第
百
六
十
二
号
□
第
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
選
挙
権
を

有
す
る
者
の
総
数
の
三
分
の
一
の
数
□
そ
の
総
数
が
四
十
万
を
超
え
八
十
万
以
下
の
場
合
に
あ
□
て
は

そ
の
四
十
万
を
超
え
る
数
に
六
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
四
十
万
に
三
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と

を
合
算
し
て
得
た
数
□
そ
の
総
数
が
八
十
万
を
超
え
る
場
合
に
あ
□
て
は
そ
の
八
十
万
を
超
え
る
数
に

八
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
四
十
万
に
六
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
四
十
万
に
三
分
の
一
を
乗
じ

て
得
た
数
と
を
合
算
し
て
得
た
数
□
は
□
次
の
と
お
り
で
あ
る
□ 

 
 

令
和
七
年
十
二
月
九
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

岡
山
県
選
挙
管
理
委
員
会 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

委
員
長 

 

大 
 

林 
 

裕 
 

一 

一 

選
挙
権
を
有
す
る
者
の
総
数
の
五
十
分
の
一
の
数 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

三
〇
□
四
四
六 

二 

選
挙
権
を
有
す
る
者
の
総
数
の
三
分
の
一
の
数
□
そ
の
総
数
が
四
十
万
を
超
え
八
十
万
以
下
の
場

合
に
あ
□
て
は
そ
の
四
十
万
を
超
え
る
数
に
六
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
四
十
万
に
三
分
の
一
を

乗
じ
て
得
た
数
と
を
合
算
し
て
得
た
数
□
そ
の
総
数
が
八
十
万
を
超
え
る
場
合
に
あ
□
て
は
そ
の
八

十
万
を
超
え
る
数
に
八
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
四
十
万
に
六
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
四
十

万
に
三
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
を
合
算
し
て
得
た
数
□
□
地
方
自
治
法
第
八
十
条
第
一
項
に
規

定
す
る
場
合
を
除
く
□
□ 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

二
九
〇
□
二
八
四 

三 

地
方
自
治
法
第
八
十
条
第
一
項
に
規
定
す
る
選
挙
権
を
有
す
る
者
の
総
数
の
三
分
の
一
の
数
□
そ

の
総
数
が
四
十
万
を
超
え
八
十
万
以
下
の
場
合
に
あ
□
て
は
そ
の
四
十
万
を
超
え
る
数
に
六
分
の
一

を
乗
じ
て
得
た
数
と
四
十
万
に
三
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
を
合
算
し
て
得
た
数
□
そ
の
総
数
が

八
十
万
を
超
え
る
場
合
に
あ
□
て
は
そ
の
八
十
万
を
超
え
る
数
に
八
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
四

十
万
に
六
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
四
十
万
に
三
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
を
合
算
し
て
得
た

数
□ 

  

総

社

市 

井

原

市

・

小

田

郡 

笠

岡

市 

玉

野

市 

津
山
市
・
苫
田
郡
・

勝

田

郡 

倉

敷

市

・

都

窪

郡 

岡

山

市

南

区 

岡

山

市

東

区 

岡

山

市

中

区 

岡
山
市
北
区
・
加
賀
郡 

選 
 

挙 
 

区 

一
八
□
七
一
九 

一
三
□
九
八
九 

一
二
□
四
五
七 

一
五
□
四
五
〇 

三
四
□
〇
六
八 

一
三
三
□
四
〇
六 

四
五
□
三
二
一 

二
五
□
三
五
九 

三
九
□
八
一
一 

八
三
□
七
二
七 

数 

 

久

米

郡 

浅

口

市

・

浅

口

郡 

美

作

市

・

英

田

郡 

真

庭

市

・

真

庭

郡 

赤

磐

市 

瀬

戸

内

市 

備

前

市

・

和

気

郡 

新

見

市 

高

梁

市 

選 
 

挙 
 

区 

 四
□
八
一
五 

一
二
□
一
八
三 

七
□
三
七
九 

一
一
□
六
九
四 

一
一
□
七
一
〇 

一
〇
□
〇
九
二 

一
二
□
四
二
六 

七
□
四
三
六 

七
□
三
一
五 

数 
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